
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分 野 講 座 名 定員 学 習 日   ・   時 間 帯 講座開始 学習場所 

１ 茶 道 茶道（裏千家） １０ 第 1 火 １３：００～１５：００ 4/７ 和室 Ｂ 

２ 
音 楽 

コーラス 30 第 1・3 火 １９：３０～２１：３０ 4/７ 
音楽練習

室 

３ 楽しい唱歌 ３０ 第 1・3 木 １０：００～１２：００ 4/２ ホール 

４ 美 術 絵手紙 すもも １８ 第３ 金 ９：３０～１１：３０ 4/１７ 洋室 B 

５ ダンス 
飽田フォークダンス

サークル 
２０ 第 1・3 金 １３：３０～１５：３０ 4/３ ホール 

６  

 

運 動 

軽スポーツ ３０ 第 1・3 金 ９：３０～１１：３０ 4/３ ホール 

７ 飽田卓球 ３０ 第 2・4 金 ９：００～１２：００ 4/1０ ホール 

８  火曜卓球 ２６ 第 1・3 火 ９：３０～１１：３０ 4/７ ホール 

３  月 
日 月 火 水 木 金 土 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 
２９ ３０ ３１     

４ 月 
日 月 火 水 木 金 土 
   １ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 
12 １３ １４ １５ １６ １７ １８ 
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０   
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飽田公民館敷地内は、喫煙、飲酒、ポイ捨ては禁止です。マナーある行動をお願いいたします。 

 
＊リサイクル本無料配布＊ 

2 月２８日（土）～３月８日（日） 
９時３０分～１７時迄 

○お一人様 本 5 冊まで・雑誌 3 冊まで 
○書類にお名前・冊数をご記入いただきます。 
○本を入れる袋をお持ちください。 

※開室時間 午前９時３０分～午後５時です。 
※   は休室日です。    
休室日は毎週月曜日（祝日を除く・祝日の場合は翌日）
と室内整理日です。室内整理日は飽田は第３木曜日で
す。３月１９日と４月１６日です。 
※本の返却はできます。 

※詳細は次号でお届けいたします。 

令和８年度 飽田公民館生涯学習自主講座 開設予定一覧 

～飽田公民館学習スペースのご案内～ 
《開設時間》午前９時３０分～午後６時３０分（受付は午後５時迄）

※図書室の休室日（毎週月曜日・第３木曜日・蔵書点検
日）は使えません。 

《対  象》中学生以上の方 
《利用方法》飽田公民館図書室の窓口で受付をしてから使ってくだ

さい。１回の申し込みで９０分間まで使うことができま
す。※無料で使えます。※席は４ブース用意しています。
原則は１人で１ブース使ってください。 

《問い合わせ先》飽田まちづくりセンター・公民館 
電話： ０９６－２２７－１１９５ 

           ☆受講の申し込みについて☆ 
2 月１7 日(火)～3 月６日（金）の期間、新規講座生を募集します。公民館窓口でお申し込みください。 
はがき、電話は不可です。 

※受付時間：休館日（2/２４・3/２）を除く午前９時～午後５時 ※初めての方優先。応募者多数の場合は抽選  
※定員に空きがある講座は、4 月以降も申込可能です。  ※各講座の講座開始日に、講座運営について説明します。 
受講生の皆さんは受講日を確認いただき出席をお願いします。お問い合わせ先☞ 飽田公民館 ℡096-227-1195 

世帯数 人口

2/1 1/1 増減 2/1 1/1 増減

熊本市 364,899 365,252 ▲ 353 727,931 728,657 ▲ 726

飽田東 3,505 3,492 13 8,196 8,176 20

飽田南 1,140 1,141 ▲ 1 2,917 2,915 2

飽田西 1,134 1,135 ▲ 1 2,585 2,585 0

飽田地区

の合計
5,779 5,768 11 13,698 13,676 22



 

熊本市高齢者支援センターささえりあ飽田 
介護に関する相談を中心に、適切なサービスをご紹介・支援する

相談窓口です。ささえりあ飽田は飽田３校区を担当しています。                

お気軽にお問合せください。      電話:096-227-1695     

 

 

飽田地域コミュニティーセンターについて 
地域コミュニティセンターは、地域住民主体のまちづくりの活

動拠点施設としてご利用いただく施設です。地域のふれあいを大
切にする場としてお気軽にご利用ください。 
利用時間：午前９時～午後１０時 
休 館 日：毎週日曜日、祝日     電話:096-227-0123 
 
 

あきたスポーツクラブからのお知らせ 
～ 金峰山健康登山 ～  

  新年最初のイベントである『金峰山健康登山』を、１月１８日
（日）に実施しました。  

今年は高戸先生の受講者も参加して頂き５０名を超えるメンバ
ーで、６６５ｍの頂上にある“金峰山神社”に参拝し≪クラブの発
展と会員の皆様の健康と安全≫を祈願しました。 
９時３０分にアクアドームに集合し、車に分乗して金峰山登山口
駐車場まで移動。体力に自信のある方は≪さるすべり≫に挑戦、
他の参加者は≪遊歩道≫を利用して山頂を目指して登山。約４５
分後には参加者全員が“金峰山神社”に到着しました。 
近隣の小学校の五年生（１００名程度）も、元気に楽しく頑張っ
ていましたが、引率される先生方の疲れが気になりました。 

次回も多くの皆様の参加をお待ちしています  
 

問い合わせ先：あきた総合型スポーツクラブ 
会 長：中村（０９０－９４００－１４５１） 
事務局：田口（０８０－１７７９－７４０８） 

育児サークル「ちゅーりっぷ」のご案内 
日 時：３月１８日（水）午前 10 時２０分～１１時３０分 

（１０時から受付・健康チェックあります） 
内 容：アルバム作成とお別れ会 
    ～お子さんのアルバムを作りましょう～ 

今回で完成 
場 所：飽田公民館 ２階 和室 
〇飲み物、バスタオルをご持参ください。 
〇参加者名簿に住所、氏名、連絡先記載 

をお願いいたします。 
《活動参加にあたって》 

☆日程調整の都合上、変更になる事もあります。 
☆参加費として、一家族２００円徴収いたします。 
☆サークル参加に当たっての事故等は、各自保護者の責任 
となります。子どもさんの行動は充分注意して見守りましょ
う。 

お問い合わせ先   
南校区主任児童委員 上村☎０９０－８８３６－０７４３ 
〈電話予約申し込み先〉   
西校区主任児童委員 北野☎０９０－５９２７－７１７２ 

 

飽田防災士の会（会員募集） 
飽田防災士の会は災害から地域を守る活動をしています。

指定避難所開設運営訓練・地域防災講演・スキルアップ研修
など資格をお持ちの方、これから防災士取得を目指される方
の加入もお待ちしています。 

連絡先：事務局長 牛島敬一 090-4992-5568 

～飽田公民館主催 簡単！ヨガ講座～ 
１月２０日火曜日～３回 

シリーズで開催しました。 
講師は髙戸里美先生です。 
しっかり身体を動かして 
正月太りを解消しました。 

天明児童室からのお知らせ 
【開室時間】午前 9 時～午後５時 
★未就園児を対象とした活動（朝の活動）も行っています。 
詳しくはホームページでご確認ください。   

天明児童室 096-223-0118 

～飽田公民館主催 ウォーキング講座～ 
１月１４日水曜日～４回シリーズで開催 

しました。講師は橋本喜久子先生です。 
いくつになっても自分で歩けるよう、きち 
んと歩く姿勢を学びました。 

南区防災訓練研修会を行いました。 
 ２月７日土曜日、飽田公民館多目的ホールにて開催し 
ました。参加者は南区の防災士の皆さん、約１００名。
BosaiTeach(株)代表取締役大塚和徳さんの講演会や防 
災食アレンジレシピ体験会、車中泊避難に使える車の整 
え方などの研修会もありました。 
 

３月のほっこりお話会のご案内 
日 時：３月２１日（土） 

午前１０時３０分～11 時（10 時から受付） 
場 所：飽田公民館２階和室※参加費は無料です。 

※直接公民館においでください。予約不要です。 
お話は飽田地区親子朗読「ハイジの会」の皆さんです。 

～卒業コサージュを作りました～ 
飽田南小学校６年生と保護者が 

１月１７日土曜日、飽田公民館 
にて自分たちの卒業式でつける 
コサージュを作りました。 
コサージュは元来将来の安全や 
健康を守る願いが込められてい 
ます。自分たちで作ったコサー 
ジュを身に付けて明るい未来に 
羽ばたいて欲しいです。 

飽田南小学校「造形フェスタ」開催されました！ 
１月２０日・２１日の二日間、 
飽田南小学校にて開催されま 
した。６年生が作った「夢獅子」 
や地域の方の作品の展示もあり 
ました。 
 
 

みなさん、この「ことば」をご存知ですか。 
これは、今から 100 年程前(1922 年 3 月 3 日)に発表された水平社宣

言の最後の一節です。宣言の原文は、被差別部落出身の若者によって考え
られたもので、長い歴史の中で不当な差別を受けてきた人々の痛切な思い
が綴られているだけでなく、すべての人があらゆる差別を受けることな
く、人間らしく暮らしていける社会の実現を願う気持ちが込められていま
す。 

日本国憲法は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を尊重し、
「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」
ことを規定しています。しかし、残念なことに、近年においてもインター
ネット等による誹謗中傷をはじめ、差別の書き込み等があり、県内でも差
別事案が発生している現実があります。 

この問題は日本固有の人権課題であり、わたしたち日本国民の課題でも
あります。個人の尊厳を重んじ、基本的人権を保障することはとても大切
なことです。「人の世に熱あれ、人間に光あれ」 100 年前に込められ
たこの思い・願いを感じ取り、まずは部落差別（同和問題）を正しく理解
して、そして、わたしたちの言動につなげていき、この世から不合理な差
別をなくしていきたいと願っています。 

百年前の願い！ 「人の世に熱あれ、人間に光あれ」 


